
○大田市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱 

 

平成１７年１０月１日 

大田市告示第３２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、大田市が「社会福祉法人等による生計困難者に対する介

護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱（平成 １２年５

月１日老発第４７４号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「国要綱」という。

）」に基づき、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス

に係る利用者負担額軽減制度事業を実施するにあたり必要な事項を定めるも

のとする。 

 （目的及び事業内容） 

第２条 この事業は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所

得で生計が困難である者の利用者負担を軽減することにより、介護保険サー

ビスの利用促進を図るとともに、当該社会福祉法人等に補助金を交付するも

のである。 

 （補助事業者） 

第３条 この事業において、補助事業者は、国要綱３の（１）に基づく利用者

負担の軽減を行う旨の申出を行ったものとする。 

 （軽減対象者） 

第４条 この事業において、軽減対象者は、大田市が行う介護保険の被保険者

のうち、市民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、そ

の者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者

として大田市が認めたものとする。ただし、生活保護法 （昭和２５年法律

第１４４号）に基づく被保護者、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第６９条第１項の規定により被保険者証に給付額減額等

の記載を受けている者及び旧措置入所者で利用者負担割合が５％以下の者（

ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については除く。）は除く。 

 （１） 年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに  

５０万円を加算した額以下であること。 

 （２） 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに

１００万円を加算した額以下であること。 

 （３） 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

 （４） 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 



 （５） 介護保険料を滞納していないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、大田市が行う介護保険の被保険者のうち、地

方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対

象者（地方税法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第５号）附則第６

条第２項及び第４項の規定が適用される者）及び経過措置対象者と同一の世

帯に属する被保険者で同一世帯に経過措置対象者以外の課税者がいない者で

あって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利

用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として大田市が認めたものも

軽減対象者とする。 

 （１） 年間収入が単身世帯で１９０万円、世帯員が１人増えるごとに５０

万円を加算した額以下であること。 

 （２） 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに

１００万円を加算した額以下であること。 

 （３） 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

 （４） 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

 （５） 介護保険料を滞納していないこと。 

 （対象サービス及び費用） 

第５条 軽減の対象となる介護保険サービスは、法に基づく訪問介護、通所介

護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防

通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防認知

症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生

活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉

施設（特別養護老人ホーム）における施設サービスとする。軽減の対象とな

る費用は、対象サービスに係る利用者負担額（指定介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）に入所する利用者で利用者負担第２段階の者の負担額を除

く。）並びに食費及び居住費（滞在費）に係る利用者負担額とする。ただし、

第４条第２項に規定する軽減対象者の当該額が補足給付における基準費用額

を上回る場合は、基準費用額とする。 

 （軽減の程度） 

第６条 補助事業者は、第４条第１項に規定する軽減対象者の利用者負担の４

分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を、第４条第２項に規定する軽減

対象者の利用者負担の８分の１を軽減するものとする。 

 （軽減対象者の確認） 

第７条 この事業により利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法

人等利用者負担軽減申請書（様式第１号）を市長に提出し、軽減対象者の確



認を受けるものとする。 

２ 市長は、申請書の内容を審査し、その結果を社会福祉法人等による利用者

負担軽減決定（却下）通知書（様式第２号）により、申請者に通知するもの

とする。この場合において、軽減対象者には、社会福祉法人等利用者負担軽

減確認証（様式第３号。以下「確認証」という。）を併せて交付するものと

する。 

３ 軽減の適用は、申請日の属する月の初日にさかのぼるものとする。 

４ 確認証は、毎年７月１日に更新するものとする。 

５ 確認証の更新を受けようとする者は、毎年６月１日から６月３０日までの

間に社会福祉法人等利用者負担軽減申請書を市長に提出するものとする。な

お、この場合の確認は、第３項の規定にかかわらず７月１日からの適用とす

る。 

６ 軽減対象者は、確認証を補助事業者に提出し、補助事業者は、確認証の内

容に基づき軽減を行うものとする。 

 （補助の対象及び率等） 

第８条 この事業による補助は、補助事業者が利用者負担を軽減した総額のう

ち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入（軽減対象の介護保険サービ

スに関するものに限る。）に対する１パーセントを超える部分について、そ

の２分の１を補助する。 

２ 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に係る利用者負担の軽減は、

前項の規定にかかわらず、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領

すべき利用者負担収入に対する割合が１０％を超える部分について、全額を

補助するものとする。この場合において、助成額の算定については、事業所

（施設）を単位として行うこととする。 

３ 前２項において、補助事業者が利用者負担を軽減した総額に国要綱に基づ

く助成措置のある大田市以外の市町村を保険者とする利用者負担を含む場合

の補助は、大田市が確認証を交付した者に係るものに限るものとし、その算

定方法は別に定める。 

 （交付申請） 

第９条 補助金の交付申請は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補

助金交付申請書（様式第４号）を別に定める日までに市長に提出して行うも

のとする。 

 （交付の決定） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付申請があったときは、市長は、その

内容を速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、社会福祉法人等利



用者負担額軽減制度事業費補助金交付決定通知書（様式第５号）により、補

助事業者に通知するものとする。 

 （変更申請） 

第１１条 補助事業者が、この補助金の交付決定後に交付申請の内容を変更し

て追加交付等を受けようとするときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減制

度事業費補助金変更交付申請書（様式第６号）を市長に提出して行うものと

する。 

 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、事業完了後１箇月以内に社会福祉法人等利用者負担

額軽減制度事業費補助金実績報告書（様式第７号）を市長に提出するものと

する。 

 （交付額の確定） 

第１３条 市長は、前条に規定する実績報告に基づき補助金の額を確定し、社

会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金確定通知書（様式第８号）

により、補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１４条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付額確定を受けた日から

起算して７日以内に補助金請求書（様式第９号）を市長に提出するものとす

る。 

 （補助金の返還） 

第１５条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があ

るときは、その者に対し補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

   附 則 

１ この告示は、平成１７年１０月１日から施行する。 

２ 平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に補助事業者が提

供した介護保険サービスに係る第６条の規定の適用については、同条中「４

分の１」とあるのは「１００分の２８」と、「２分の１」とあるのは「１０

０分の５３」と読み替えるものとする。 

   附 則（平成１８年告示第３９号の１２） 

 この告示は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第４条第２項、第

５条ただし書及び第６条中第４条第２項に係る改正規定については、平成１８

年７月１日から平成２０年６月３０日までの間において受ける介護保険サービ

スについて適用する。 

   附 則（平成２１年告示第５６号） 

 この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 


